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唾液中アミラーゼ値の測定による入浴時間帯とストレス軽減効果の関係性分析 

Analysis of the relationship between bathing time and stress reduction effect by 
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［要約］ 本研究では, 唾液中アミラーゼ値の測定により入浴の効果を明らかにすることを目的とした. 

調査対象者は１名で, 夜に入浴した期間の起床直後, 入浴前入浴直後, 就寝前の唾液中アミラーゼ値を

２９日分測定した. その後, 朝に入浴した期間の起床直後, 入浴前想定時刻, 入浴直後想定時刻, 就寝

前の唾液中アミラーゼ値を２９日分測定した. 得られたデータで, 同期間内に測定した４群の有意差検定

と, それぞれの期間の同時間帯に測定した２群の有意差検定を行った. その結果, 夜に入浴した期間の

み, 入浴後が入浴前より有意に低くなること, 就寝前の時刻には有意差が見られないことが明らかになっ

た. これらのことから, 夜に入浴することでストレスが早く軽減されること, 就寝前には入浴の有無に関わ

らずストレスが軽減することが示された. 今後, 性別や年齢の異なる複数の被検者により入浴の効果を検

討する必要があること, 朝に入浴する効果を明らかにする必要性が論じられた. 

［キーワード］ ストレス， 唾液中アミラーゼ， 入浴の効果 

 

１．はじめに 
近年, ストレスを抱える人は増加傾向にあること

を受けて, 心の健康が課題となっている. 令和６年

度の厚生労働白書第１章では, 「こころの健康と

向き合い， 健やかに暮らすことのできる社会に」と

題して心の健康を取り上げ, こころの健康を取りま

く環境とその現状, 現在行われているこころの健

康に関する取り組み等がまとめられた. その中で,

「仕事や職業生活に関することで強い不安， 悩み，

ストレスを感じている労働者の割合は， 2022（令

和４）年は 82.2％」であり, 労働者の８割以上が

ストレスを抱えていることが示された. また, 同報

告中では急速なデジタル化や新型コロナによる影

響などによるメンタルヘルスの悪影響についても述

べられており, 時代背景を踏まえて心の健康を考

える必要性が示唆されている(厚生労働省, ２０２

４). 

前述した通り心の健康が課題となっている一方

で, 入浴は日本で古来より心の癒しや楽しみとし

て愛されてきた文化である. 銭湯は人々の楽しみ

であったことから日本人は入浴に楽しいイメージを

もったこと, その後, 日本人は入浴を心の癒しや

楽しみととらえ, 湯を入れた浴槽入浴を好むように

なったと述べられている（橋田, 2015). また, 同

報告中で, 浴槽入浴についてはすべての日本人

が好きと答えたと報告しており, 今でも入浴は日

本人に好まれていると言える. このように, 入浴は

日本人にとって心の癒しや楽しみとして親しまれて

いる文化であると言える. 入浴の効果としては, 浴

槽浴頻度が高いと「緊張不安」および「抑うつ・落

込み」が低くなり, 主観的健康感が高くなることや，

睡眠の質が高くなることが述べられている（石澤・

渡邉, 20１２). これらより, 入浴には, 体を清潔に

保つのみではなく, ストレスを軽減し, 心の癒しと

なる効果を合わせ有していると言える. 

一方, ストレスの状態を調査する方法には, 上
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記のように主観的に判断するアンケート調査や, 

心拍数・脳波などの生理的現象を分析するもの等

様々ある. 近年, 唾液中アミラーゼ値を測定して

客観的に評価する方法が用いられるようになった.

唾液中アミラーゼ値は交感神経活動の指標となる

こと, 不快なストレス負荷が加わった時には唾液

中アミラーゼ値の上昇とともに主観的指標の緊張

度や不快度も上昇していることが明らかになってお

り, 唾液中アミラーゼ値を測定することでストレス

評価が可能であることが示されている（萩野・佐伯, 

2011). 

入浴のストレス軽減効果に関して, 先述の主観

的指標を用いて調査したものや, 体温や脳波など

の指標を用いて研究したものが多く(早坂・島津, 

2020)（楊箸・藤原, １９９６）, 唾液中アミラーゼ

値を用いて行っている研究は乏しい. そこで, 本研

究では, 唾液中アミラーゼ値を客観的指標として

用いて,入浴の効果について検討していきたい. ま

た,唾液中アミラーゼ値については, 起床時から夕

食前にかけて上昇し, 翌朝起床時に向けて有意に

低下する日内変動があることが知られている

(Sreebny & Johnson, 1971). そのため, 唾液

中アミラーゼ値の日内変動による数値の変化の影

響を考慮に入れて研究を行っていく. 

 

２．目的 

入浴時間帯の異なる２つの期間の唾液中アミラ

ーゼ値の測定と比較を通して, 入浴によるストレス

軽減効果を検討する. 

 

３．研究の方法 

３.１. 対象と期間 

成人女性１名を対象とし, 唾液中アミラーゼモ

ニター(ニプロ社)を用いて, 夜に入浴した期間の

起床直後, 入浴前, 入浴直後, 就寝前の４点の

唾液中アミラーゼ値を測定した. その後, 夜に入

浴した期間の入浴前の時刻と入浴直後の時刻を

それぞれ平均したものを入浴前想定時刻, 入浴直

後想定時刻とし, 朝に入浴した期間の起床直後,

入浴前想定時刻, 入浴直後想定時刻, 就寝前時

刻の４点の唾液中アミラーゼ値を測定した. 夜に

入浴した期間の測定日数と朝に入浴した期間の

測定日数はそれぞれ 29日ずつで, 両期間中に

被検者の生活に特筆すべき変化はなかった. な

お, 本研究は愛媛大学教育学部研究倫理委員会

に申請し承認済みである. 

 

３.２. 分析方法 

夜に入浴した期間と朝に入浴した期間に測定し

たそれぞれ４点の時刻の唾液中アミラーゼ値につ

いて, クラスカル・ウォリス検定により４群間の有意

差の検討を行った. また, 夜に入浴した期間と朝

に入浴した期間の同時間帯に測定した唾液中アミ

ラーゼ値について, ウィルコクソン符号順位検定に

より２群間の有意差の検討を行った. 検定には統

計ソフト「js-STAR XR+(田中, 1997)」を使用

した. 

 

４．結果 
夜に入浴した期間に測定した 29日分と, 朝に

入浴した期間に測定した 29日分の計58日分を

分析対象とした. 

 

４.1. 夜入浴期間の４点の時刻の結果 

夜に入浴した期間に測定した唾液中アミラーゼ

値の各群の平均値, 最小値, 最大値, 標準偏差

を表１に示す. 測定した平均時刻は， 朝が８時４０

分, 入浴前が２２時１５分, 入浴直後が２３時 00

分, 就寝前が２５時 00分であった. 表の（）内

に， ４点それぞれの測定した平均時刻を記載する. 
  測定した日すべてにおいて朝が最も低い数値と

なっていた. 平均値も 14.55kU/Lで朝が一番低

く, 入浴前が一番高い値となり, 入浴後直後・就

寝前に下がる傾向が見られた. 
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表１ 夜入浴期間の唾液中アミラーゼ値の結果 

（kU/L） 

 平均 最大値 最小値 標準偏差 

起床直後 

(8:40) 

14.55 32 ３ 7.5０ 

入浴前 

(22:15) 

36.5０ ８４ ６ 17.74 

入浴直後 

(23:00) 

23.59 ６０ ５ 12.86 

就寝前 

(25:00) 

２４．５５ ７５ ４ 15.31 

 

 

４.２. 朝入浴期間の４点の時刻の結果 

朝に入浴した期間に測定した唾液中アミラーゼ

値の各群の平均値, 最小値, 最大値, 標準偏差

を表２に示す. 測定した平均時刻は, 朝が８時２０

分, 入浴前想定時刻が２２時 00分, 入浴直後想

定時刻が２２時 50分, 就寝前が２５時 00分で

あった. 表の（）内に, ４点それぞれの測定した時

刻を記載する. 
夜に入浴した期間と同様, 測定したすべての日

で朝が一番低い数値であり, 入浴前の時刻が一

番高く就寝前には低下する傾向が見られた. 

 

５．分析結果 

夜に入浴した期間と朝に入浴した期間に測定し

た４点の時刻の唾液中アミラーゼ値について, クラ

スカル・ウォリス検定を用いて有意差の検討を行っ

た結果を以下に示す. 

 

５.1. 夜に入浴した期間の４群の分析 

夜に入浴した期間の４群について分析を行った. 

df＝３で統計量 H＝３０．９１であり, p<.01で 4

群間に有意差があることが示された. 続いて

Steel-Dwas法によって多重比較を行い, p＜.05

水準で２群間の有意差を検定した. その結果を図

１に示す. 起床直後＜入浴前(T＝5.1５９), 起床 

表２ 朝入浴期間の唾液中アミラーゼ値の結果 

（kU/L） 

 平均 最大値 最小値 標準偏差 

起床直後 

(8：20) 

１１．２１ ２３ ３ 5.29 

入浴前 

想定時刻 

(22：00) 

 

30.８６ 

 

５５ 

 

９ 

 

10.41 

入浴直後 

想定時刻 

(22：50) 

 

29.83 

 

５３ 

 

２１ 

 

8.62 

就寝前 

(25：００) 

23.55 ３３ ５ 5.43 

 

直後＜入浴直後(T＝2.875), 起床直後＜就寝前

(T＝２．６９６)で, 起床直後は他のすべての群より

有意に低かった. また， 入浴前＞入浴直後(T＝

3.174), 入浴前＞就寝前(T＝3.067)で, 入浴

前は入浴後と就寝前より有意に高く, 入浴直後と

就寝前に有意差はみられなかった(T=0.031). 

 

５.２. 朝に入浴した期間の４群の分析 

朝に入浴した期間の４群について分析を行った.

ｄｆ＝３で統計量Ｈ＝62.41であり, ｐ＜.01で４群

間に有意差があることが示された. 続いて Steel-

Dwas法によって多重比較を行い, p＜．０５水準で

２群間の有意差を検定した. その結果を図２に示

す. 

起床直後＜入浴前想定時刻(Ｔ＝6.055), 起床

直後＜入浴後想定時刻(Ｔ＝6.383), 起床直後＜

就寝前(Ｔ＝5.879)で, 起床直後は他のすべての

群よりも有意に低かった(ｐ＜.05). また, 入浴前

想定時刻＞就寝前(Ｔ＝2.845)であり, 入浴前の

時刻は就寝前より有意に高かった(ｐ<.05). 加え

て， 入浴前想定時刻＝入浴後想定時刻(Ｔ＝

0.436), 入浴後想定時刻＝就寝前(T＝2.565)

であり, 入浴前の時刻と入浴後の時刻, 入浴後の

時刻と就寝前は有意差はみられなかった. 
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図１ 夜に入浴した期間の唾液中アミラーゼ値の 

比較 

 * : p<.05で有意差あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 朝に入浴した期間の唾液中アミラーゼ値の 

比較 

 * : p<.05で有意差あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ ２つの期間の同時間帯の唾液中アミラーゼ 

値の平均 

 * : p<.05で有意差あり 

 

５.３. 同時間帯に測定した２群の分析 

夜に入浴した期間と朝に入浴した期間の同じ時

間帯に測定した２群の唾液中アミラーゼ値につい

て, ウィルコクソン符号順位検定によりｐ＜.０５水準

で２群間の有意差検定を行った. その結果を図３

に示す. 分析の結果, 入浴直後群において有意

差がみられた. その他の起床直後, 入浴前, 就寝

前の３群については有意差はみられなかった. 

 

６．考察 
夜に入浴した期間と朝に入浴した期間の唾液

中アミラーゼ値の入浴前後の結果を比較する. 夜

に入浴した期間には, 入浴前と比較して入浴直後

に数値が有意に低くなったのに対し, 朝に入浴し

た期間には入浴前後で有意差が見られないことが

明らかになった. また, 夜に入浴した期間と朝に

入浴した期間の入浴直後の数値を比較すると, 朝

に入浴した期間の方が有意に高かった. これらの

ことから, 入浴することでストレスを軽減することが
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できると考えられる. 

先行研究より, 短時間温泉入浴後は入浴前より

唾液中アミラーゼ活性が低下し, 休憩により更に

測定値の低下が持続することから, 入浴によりスト

レスが軽減することが報告されている（小原・山内, 

2013). しかし, この研究では唾液中アミラーゼ

値の日内変動が考慮されておらず, またデータ数

も少なかった. 本研究では, 入浴時間帯を変えた

２つの期間での結果を比較することで唾液中アミ

ラーゼ値の日内変動を考慮したこと, それぞれ 29

日分測定しデータ数を集めたことから, より明確に

入浴によるストレス軽減の効果を示すことができた

と考える. 

加えて, どちらの期間も入浴前の時刻は高い値

となっており, 就寝前には入浴前と比較すると有意

に唾液中アミラーゼ値が下がっている. これらのこ

とから, 夜の入浴の有無に関わらず, 就寝前の時

刻にはストレスが下がることが考えられる. 

これらのことから, 就寝前の時刻には有意差は

みられないものの, 入浴によってストレスが早い時

刻から軽減されることが入浴の効果であると言え

るだろう. また, 今回の被検者は,入浴後から就寝

前までの時間が約２時間ほど空く生活スタイルで

あった. そのために, 入浴後の時刻から就寝前ま

でストレスが下がる時間が十分にあったと考えられ

る. 

先行研究より, ストレス反応が高い者は睡眠に

関する問題を有する割合が 70%近くであり, スト

レス反応が低い者に比べると倍以上であると述べ

られ, ストレスの高さと睡眠健康との関連が示唆さ

れている（古谷・田中他, 2004). 入浴後にすぐ就

寝する生活スタイルである場合, 入浴により早い

時刻にストレスが軽減されることで, 睡眠に関連す

る問題も軽減し, より良い睡眠をとることにもつな

がるのではないかと考える. 厚生労働省によると

一般成人の 30～40％が何らかの不眠症状を有

しており, その原因はストレスや精神疾患, アルコ

ール等であると示されている(厚生労働省, 

2023). 睡眠に関する問題を抱える人が多い現

代において, ストレスが軽減され, よりよい睡眠を

とれるようになることは非常に重要であると考える. 

本研究より, 夜に入浴をすることで唾液中アミラ

ーゼ値が下がることが明らかになった. このことか

ら, 入浴にはストレスを下げる効果があることが示

された. また, 入浴の有無に関わらず, 入浴前の

時刻には上がっていた唾液中アミラーゼ値が, 就

寝前の時刻には低下することも明らかになった． こ

のことから, 就寝前の時刻にはストレスが軽減され

ることも示された. 入浴により早くストレスを軽減で

きること, またそれがよりよい睡眠につながること

は, ストレスを感じている人が多い現状において重

要なことであると考える. 

本研究の今後の課題として, 被験者の数と朝に

入浴することの効果の検討の２点が挙げられる. 

本研究では, 長期間測定することでデータの数を

確保したが, 被検者は１人だけであった. そのた

め, 被検者以外の人が測定しても同様の結果が

得られるか等, 個人による違いを考慮できておら

ず, また年齢や性別等による入浴の効果の違いも

明らかになっていない. 今後, 年齢や性別などが

異なる被検者複数名を対象として, 入浴の効果を

検討する必要があると考える. また, 本研究では,

日中に様々な活動した後である夜に焦点を絞り, 

入浴効果を検討した. その結果, 夜に入浴するこ

とでストレスが軽減されることを明らかにすることが

できたが, 朝に入浴することの効果については検

討できていない. 本研究において朝は一番ストレ

スが低い時間帯となっており, 高ストレスになって

いる夜に入浴するときとは違った効果や影響があ

る可能性が考えられるため, 今後検討していく必

要があると考える. 

 

７．おわりに 

本研究では, 唾液中アミラーゼ値の測定を通し

て, 入浴のストレス軽減効果を明らかにすることが

できた. 入浴によりストレスが軽減することは, 日
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中ストレスを抱えている人の多い現状において重

要な結果を示すことができたと考える. しかしなが

ら, 本研究では被験者の数が少ないことと, 朝風

呂の効果を検討できていないという課題が考えら

れるため, 今後検討していく必要がある. 
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重症心身障害児者等の生涯学習における ICT 機器活用の課題 

-「訪問カレッジ・オープンカレッジ＠愛媛大学」の取組みから- 

Issues in the Use of ICT Devices for Lifelong Learning for Children and Persons with 

Severe Mental and Intellectual Disabilities 

- Form the “Visiting College and Open College at Ehime University” initiative - 
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［要約］ 重度の運動障害と重度の知的障害をあわせ有する重症心身障害児者は, 医療的ケア等を理

由に日中活動（特に生涯学習）の場を見つけることが難しい． 愛媛大学では, 重症心身障害児者等を対

象とした生涯学習支援事業として, 2019 年度より「訪問カレッジ・オープンカレッジ＠愛媛大学」を実施し

ている． 本研究では, 取組みにおいて実施されている ICT 機器を用いた活動における課題を確認した． 

主な課題としては, 「カレッジ生の実態把握に関する課題」と「訪問スタッフに求められる専門的な知識に

関する課題」が挙げられた． これらの課題に対して, ガイドラインの整備や人材養成研修を拡充することで, 

訪問スタッフの実践力向上を図る． さらに地域社会の中に生涯学習の場を創出し, 個人に合わせた学習

プログラムを提供できるようなパッケージを開発することを目指す． 

［キーワード］ 重症心身障害児， 重症心身障害者， 生涯学習， 訪問教育， ICT 機器 

 

１．はじめに 

１.１. 背景 

生涯学習とは, 人々が生涯に様々な場や機会に

おいて行うあらゆる学習のことを指し, 学校教育, 

社会教育, 文化活動, スポーツ活動などが挙げら

れる（文部科学省, 2018）[1]. 教育基本法第三

条においては, 生涯学習の理念として, 「生涯に

わたって, あらゆる機会に, あらゆる場所において

学習することができ, その成果を適切に生かすこと

のできる社会の実現が図られなければならない」

とされている. すなわち学校卒業後の学びや文

化・スポーツ活動だけではなく, 就学前や在学中

に行われる学習活動も, 生涯学習の一環である. 

2006 年に国際連合の総会にて採択され, 我

が国が 2014年に批准した「障害者の権利に関す

る条約」の第二十四条には, 「締約国は, 教育に

ついての障害者の権利を認める. 締約国は, この

権利を差別なしに, かつ, 機会の均等を基礎とし

て実現するため, 障害者を包容するあらゆる段階

の教育制度及び生涯学習を確保する. 」と示され

ている（外務省, 2014）[2]. この条約の批准及び

それに伴う法改正により, 国内でも障害者の生涯

学習の重要性が認識され始め, 2017年には文部

科学省内に「障害者学習支援推進室」が設置され

た. 同年, 当時の文部科学大臣メッセージにて, 

特別支援教育の生涯学習化として, 障害者が学

校卒業後も生涯を通して教育や文化, スポーツな

どの機会に親しむことができるよう関係部局が連

携しながら支援していくことの重要性が示された

（松野, 2017）[3]. 翌年には, 「障害者の多様な

学習活動を総合的に支援するための実践研究事

業」が開始され, 多様な学習プログラムの開発等

を目的とし, 障害者の生涯学習を行う団体等に資

金提供がなされることとなった. しかしながら, 重
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症心身障害等の重複障害を主な対象としている団

体は, 2024年度において, 37の受託団体のうち

７団体しかなく, 十分な生涯学習の場が提供され

ているとは言えない. 特に重症心身障害児者の多

くは, たんの吸引等の医療的なケアを常に必要と

する場合があり, 日中活動（特に生涯学習活動）

の場を見つけることが難しい現状にある.  

本学では, 学校教育法施行令第二十二条の三

における肢体不自由と知的障害が重複している者, 

具体的には重度の運動障害と重度の知的障害を

あわせ有する重症心身障害児者等（重度知的障

害等の周辺領域を含む）を対象とした生涯学習の

取組みである「訪問カレッジ・オープンカレッジ＠愛

媛大学」を行っている. これは前述した「障害者の

多様な学習活動を総合的に支援するための実践

研究事業」を 2019 年度に受託して開始されてお

り, 同事業が「学校卒業後における障害者の学び

の支援推進事業」となった現在でも継続している. 

また 2022 年度からは文化庁の「障害者等による

文化芸術活動推進事業」も受託し, 創作・鑑賞活

動を積極的に取り入れ, 活動内容の幅を広げてい

る. 「訪問カレッジ」とは, 受講生（以下, カレッジ

生）が安心・安全に学習できる場（自宅や入所施

設, 病院等）に人的資源（学習支援者）を派遣す

る訪問型の個別学習機会であり, 「オープンカレッ

ジ」とは, 個別学習で習得したスキルや成果を他

のカレッジ生等と共有する参集型の集団学習機会

のことである[4・5]. 2019 年度の取組み開始当初

は, 愛媛県内に居住する 7 名が受講していたが,  

2022 年度から新規の受講希望者が増え始め, 

事業開始 6 年目となる 2024 年度には, 四国地

区のみならず近畿地区に在住するカレッジ生を含

め 34 名が受講している. これらの要因として, 

2022 年頃より, 新型コロナウイルス感染症の流

行が落ち着きを見せ始め, 対面での訪問カレッジ

の実施が可能になったこと, 文化庁事業委託開始

のため 18 歳以下のカレッジ生の受け入れが可能

になったことが挙げられる. 受講登録を行なってい

る全体のカレッジ生の推移は, 表 1 の通りである. 

 

表１ 登録カレッジ生の推移 

年度

（年） 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

人数

（名） 
7 7 8 18 25 34 

 

受講希望の相談時には, 特別支援学校を卒業

してから時間が経つが学習活動に取り組みたい, 

自身も生涯学習の活動に挑戦してみたいという希

望を聞くことが多く, 特に学校卒業後の重症心身

障害者の生涯学習について, 潜在的なニーズが

あると言える. さらに, 卒業後のみならず, 特別支

援学校高等部在学中からの申込みや進路決定に

関わる現場実習としての体験希望もあり, 本取組

みが重症心身障害児者の進路選択の一部として, 

学校現場や教員, 保護者に浸透してきている.  

 

１.２. ICT 機器 

本稿で扱う ICT 機器とは, スイッチ等の入力装

置や意思伝達装置, パソコン・タブレット端末を指

す． 重症心身障害児者は, 各種入力スイッチや, 

タブレット端末等に標準搭載されているアクセシビ

リティ機能を活用することで, 様々なデバイスにア

クセスし, 外界に働きかけることが可能になる. 主

な入力スイッチとしては, 入力の方式から, 接点式, 

帯電式, 筋電式, 光電式, 呼気式, 圧電素子式, 

空気圧式, 視線検出式に分類されている（日本リ

ハビリテーション工学協会, 2020-2024）[6]. 近

年では, iPhone に搭載されているカメラ機能を利

用した非接触式のスイッチアプリケーションも販売

されており, 本人の動きの状態に応じて入力しや

すいものを選ぶことができる. これらの入力デバイ

スと意思伝達装置やパソコン・タブレット端末を組

み合わせて利用することによって, コミュニケーショ

ンや学習活動, 余暇活動を広げ, 本人の意思を

周囲に発信することに対する支援を行うことができ
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る. 

現在, 訪問カレッジにおいて提供されているプロ

グラムは, 「制作・鑑賞活動」「音楽活動」「読書

活動（おはなし）」「ICT 機器を用いた活動」に大

別される. 2024年度の訪問カレッジ実施回数 77

回のうち, 34 回が ICT 機器を用いた活動を行っ

ており, 活動全体の４割を占めている. 実際の活

動としては, 入力スイッチを接続できるようにした

玩具やデバイスを操作し, 「押すと動く」という因

果関係理解を促す活動（図１）や, 入力スイッチと

iPad のアクセシビリティ機能を組み合わせることに

よって意思伝達アプリケーションを用いてコミュニ

ケーションを行う活動（図２）などを実施している. 

因果関係の理解があり, スイッチ操作に慣れてい

るカレッジ生においては, Mabeee を装着したミキ

サーをスイッチで操作し, バスボム作りや砥部焼の

絵付けといった制作活動を行っている（図３）. 訪

問カレッジの活動のみならず, オープンカレッジに

おいても ICT 機器を取り入れた活動を実施してい

る. 特に, 2023 年度より取り入れているインクル

ーシブスポーツの eBOCCIA は, 入力スイッチや

視線入力装置を利用してボッチャランプを操作す

ることができ, カレッジ生同士が協力して試合に取

り組んでいる（図４）.   

 
図１ 因果関係理解を促すスイッチ教材 

 

図２ 意思伝達アプリケーション使用画面 

 

図３ スイッチを利用した制作活動 

 

図４ eBOOCIA を操作する様子 
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２．目的 

重症心身障害児者を対象とした生涯学習活動

を実施するにあたり, ICT 機器を活用した効果的

な学習プログラムの開発に向け, 現在実施してい

る「訪問カレッジ」「オープンカレッジ」の活動にお

ける課題を体系的に把握することを目的とする. 

 

３．結果 

訪問カレッジの実施記録や活動を提供する学習

支援スタッフ（以下, 訪問スタッフ）の反省から, 

「カレッジ生の実態把握に関する課題」及び「訪問

スタッフに求められる専門的な知識に関する課題」

があることが確認された. 

 

３.１. カレッジ生の実態把握に関する課題 

カレッジ生の実態把握については, カレッジ生の

年代に応じて課題を分類した. 

 

３.１.１. 就学前のカレッジ生 

特別支援学校入学前のカレッジ生は, 因果関

係理解を目的としたスイッチ遊びを主に実施してい

るが, 身体の動きがある部分や発達段階がわかり

にくいという現状があった. 特に視力や聴力といっ

た感覚の認知状況がわかりにくく, 入力スイッチに

接続する玩具やデバイスの選定が難しいと感じる

訪問スタッフが多いようであった. また不随意運動

等により身体の制御が安定しない, 手や足が小さ

いため既存のスイッチを操作することが難しいとい

った理由から, 入力スイッチのフィッティングにも時

間を要していた. 一度フィッティングが完了しても, 

短期間で成長・発達することによって, 以前のフィ

ッティングではスムーズに活動できず, 改めて実態

把握を行う必要もあった. 

 

３.１.２. 特別支援学校在学中および卒業

して 1年以内のカレッジ生 

在学中や卒業後すぐに受講を開始するカレッジ

生の多くは, 在学中の担任からの引き継ぎや個別

の教育支援計画等の情報に基づいてフィッティン

グを行なっている. しかしながら, 特別支援学校ご

とに個別の教育支援計画の書式は異なっており, 

アセスメントに必要な情報が十分に記載されてい

ない場合があった. さらに, 在学中に積極的に

ICT 機器を用いた活動を行っていない場合もあっ

た. 訪問スタッフは可能な限り, 保護者や日常的

に関わっている支援者等に聞き取りを行なってい

たが, 在学時からの活動経験について十分な情

報を得ているとは言えない状況があった. 

 

３.１.３. 特別支援学校卒業後1年以上経過

しているカレッジ生 

特別支援学校在学中や卒業して間もないカレッ

ジ生と同様, 可能な限り個別の教育支援計画の

情報や在学時の活動の様子を聞き取った上でフィ

ッティングを行うが, 卒業してから期間が経過して

いる場合が多く, 身体状況の変化において, 動き

がある部位や残存機能の実態把握に時間を要し

ていた. また在学中に利用していた入力スイッチに

ついての情報が得られたとしても, 入力スイッチ自

体がアップデートされていたり, より使用しやすい

機器が開発されていたりする場合もあった.  

年代ごとに課題を整理したところ背景は異なる

ものの, 共通する課題として, カレッジ生の実態把

握に困難を感じていたり, 時間を要していたりする

ということが明らかとなった. 重症心身障害児者は, 

その障害特性上, 運動機能や姿勢保持能力など

の身体機能に著しい制限を有する. そのため, 日

常生活動作全般に支援が必要となることが多く, 

その動きは, 非常に微細であり, 入力スイッチ等を

操作することができる部位を客観的に把握するこ

とは困難を伴い, 時間を要する場合が多い. つま

り今回明らかとなった実態把握についての課題は, 

重症心身障害児者に関わる者が抱えやすい課題

と言える. 
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３.２. 訪問スタッフに求められる専門的な

知識に関する課題 

事業開始当初の訪問カレッジ実施体制としては, 

ICT 機器に関して専門的な知識を有するコーディ

ネーターと訪問スタッフがチームを組み, 複数名

で活動を実施していた. そのため, 訪問スタッフ

に対して求められていた知識は, 重症心身障害

児者と関わる上で必要な医療的ケアや発達段階

に関する知識が主なものであった. しかしながら

カレッジ生の増加により, コーディネーターが全て

の訪問カレッジの活動に同行することが困難とな

った. そのため, 訪問スタッフに対しても ICT 機

器に関する基礎知識のみならず, 活動策定を行

える専門的な知識を有することが求められるよう

になった.  

現在, 訪問カレッジの中心を担っている訪問ス

タッフは, 特別支援学校退職後の教員や重症心

身障害児を対象とした児童福祉施設に勤務経験

のある保育士である. そのため一定の知識や理解

を有している訪問スタッフが, 訪問カレッジの活動

を策定したり, 使用する ICT 機器の選定を行った

りしている. しかし, 本学は教員養成課程を有して

おり, 特別支援学校教員の養成を行なっているこ

とから, 教育学部の学生も訪問スタッフとして活動

している. また事務局内にボランティアセンターを

設置しており, 重症心身障害児者をはじめとする

障害の重い人と関わった経験がない場合であって

も訪問スタッフとして活動することを可能としている. 

今後, さらにカレッジ生や ICT 機器を用いた活動

希望の増加が見込まれるため, 学生や一般の訪

問スタッフも ICT 機器を用いた活動の策定や実施

に関して, 専門的な知識を有することが求められ

る.  

 

４．考察および今後の展望 

４.１. ガイドライン・ハンドブックの作成 

実態把握に関して, さらに細分化して考察する

と, 身体的側面と認知発達的側面に分けることが

できる. 特にICT機器を用いた活動を行う際には, 

この 2 点を複合的に捉え, 評価する必要がある. 

身体的側面に関しては, 入力スイッチを操作する

ことができる動きやその動きがある部位を客観的

に探ることからアプローチが始まる. 訪問スタッフ

の中には, この段階が一番難しいと感じているスタ

ッフもいた. 微細な動きを捉える方法として, カメ

ラで捉えた動きの変化を着色することで可視化す

るモーションヒストリーがよく用いられる（松田, 

2016）[7]. モーションヒストリーで大まかに動きを

捉え, 動きの状態にあった入力スイッチを選定して

試用していくことによって, より客観的にフィッティ

ングを行うことが可能である. 認知発達的側面に

関しては, 子どもの発達やコミュニケーション機能

の獲得の段階に関する知識や観察力が必要とさ

れる. 武長, 巖淵, 中邑らは, 重度重複障害の子

ども達の反応を観察する方法として, 実験的観察

法を用いている. これは, ベースラインと介入時の

様子を比べるものであり, 介入前後にベースライ

ンを用意して比較する ABAデザインは, 介入場面

での変化を確認しやすいとされている（武長 , 

2016）[8]. この手法を用いることで, 刺激に対す

る反応を探り, 発達段階に応じた関わりや活動選

定を行うことが可能となる. このようなモーションヒ

ストリーの活用方法や実験的観察法の具体的な手

順等を含め, ICT 機器を用いた活動を行う際に活

用できる包括的なガイドライン及びハンドブックの

作成が有効であると推測する. 作成のみにとどま

るのではなく, 実際に訪問カレッジで活用していく

なかで改良し, 重症心身障害児者に関わる者なら

誰でも活用できるように公開することを検討したい. 

 

４.２. 人材養成研修の拡充 

2020 年度より, 生涯学習支援を担う人材養成

の一環として, 訪問スタッフを主な対象としたスタ

ッフ養成講座を開講していた. しかしながら, 講座

内容の多くは重症心身障害児者の生理・病理や医

療的ケアに関する内容であり, ICT 機器の活用に
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対する具体的な内容は含まれていなかった. その

ため, 訪問スタッフとしての活動を１年以上続けて

いるスタッフであっても, ICT 機器を用いた活動の

実施に積極的になれなかったのではないだろうか.  

2024 年度には, これらの反省を踏まえて, ICT

機器に関する基礎知識やアクセシビリティ機能に

ついて学ぶことができる内容に改編した研修講座

を実施した. また 1 年以上活動している訪問スタッ

フに向けては, フォローアップ研修として, オンデマ

ンドで知識を獲得するだけではなく, 対面講座を

実施してスイッチや視線入力装置等に触れる機会

を設けた（図５）.  

これらの研修においては, 愛媛県障がい者 ICT

サポートセンター（以下， ICT サポートセンター）

の相談員の助言を受けて実施した. ICT サポート

センターは, 2022 年に設置され, 専門の相談員

が配置されている機関である. 今後は, さらに協

力体制を強化し, ICT 機器を用いた学習活動に特

化した研修内容を充実させ, 前述したガイドライン

等とあわせて, 重症心身障害児者に関わる支援

者全体に向けた研修会を実施していきたい. 

 
図５ 訪問スタッフが視線入力装置を操作する様子 

ICT 機器をはじめとするアシスティブテクノロジ

ーの導入について, 渡辺, 奥山, 松清は, 「支援

者の経験知や技能, 特定の個人や地域資源に依

存することがしばしばある」と述べている（渡辺, 

2021）[9]. 訪問カレッジの取組みにおいても, 支

援経験や ICT 機器に関する知識のある一部の訪

問スタッフに, ICT 機器を用いた活動の策定や実

施を依存してきていた. ガイドライン等の活用や研

修会を充実させることで, 担い手の育成を進める

ことにより, 一部の訪問スタッフへの依存から抜け

出すことを可能とする. さらに, 重症心身障害児

者の生涯学習活動の支援者となりうる障害福祉事

業所職員や社会教育関連施設職員等を中心に, 

普及啓発活動を行なっていくことで地域社会の中

に障害者の生涯学習の場が創出されることを期待

する.  

カレッジ生の多くは, 自宅以外の日中活動の場

が少ない場合が多く, 地域社会の中の生涯学習

の場の創出とあわせて, 自宅で個別に取り組むこ

とができるプログラムの提供が求められる. 重症

心身障害児者の学びとして, スモールステップで

課題を繰り返し, 長期的な取組みの中で積み上げ

ていくことが重要である. 細分化し個別最適化し

たプログラムを開発し, 訪問カレッジ以外の時間

でも取り組むことができるようなパッケージを開発

し, 提供していくことを今後の目標とする.  

 

５．おわりに 

本稿では, 重症心身障害児者を対象とした生

涯学習支援活動における ICT 機器を用いた活動

の課題を整理した. ICT 機器を効果的に活用して

いく際に, 注意しなければならないこととして, ICT

機器はツールの 1 つにすぎないということが挙げら

れる. 入力スイッチは, それを操作することが目的

ではなく, 操作した先に生まれる外界との関わり, 

コミュニケーションが目的である. ICT 機器のフィッ

ティングや因果関係理解の先にある, 本当の意味

の学びを見失わないことが非常に重要である. 
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デジタル版合理的配慮システムが学習効果に及ぼす影響の検討 

Examination of the Effects of a Digital Reasonable Accommodation System  

on Learning Outcomes 
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KONNO Jun*1, KARITA Tomonori*1, Okazaki Kanako *1 
*1愛媛大学教育学部 
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［要約］ 近年, 発達障害, 特に読み書き困難のある児童生徒への合理的配慮の重要性が高まっている. 

しかし, その提供には手続きや診断の遅れといった課題が存在する. 本研究は, 読み書き困難のある児童

生徒への合理的配慮提供の遅れに対し, デジタル版合理的配慮システムを提案することを目的としている. 

本システムはクラス全体のスクリーニングと個別評価のチェックリストで構成され, 読み書き困難について

の早期発見と適切な支援を目指す. 今後, 本システムを使用することにより, 個別最適化された学習方法, 

アクセシビリティ向上, 合理的配慮の効率化, 関係者連携強化により, 学習意欲・理解・コミュニケーショ

ン能力の向上が期待される. また, 本システムの使用には, 情報格差, セキュリティ, 教員のデジタルスキ

ル向上が課題であり, 制度設計と人材育成が重要となる. デジタル版合理的配慮システムは, 平等な学

習機会の実現に貢献する可能性があり, 今後の発展が期待される.  

 

［キーワード］ 合理的配慮, 読み書き困難, 限局性学習症, Dyslexia/Dysgraphia 

 

１. はじめに 

近年, 発達障害は世界的に, そして日本国内に

おいても広く認識されるようになり, その診断数も

増加傾向にある. 特に, 学齢期においては, 発達

障害のある児童生徒に対する適切な教育的支援

の提供が, 彼らの学業成績や社会情緒的発達に

とって極めて重要である.  

 

１.１. 通常学級における発達障害の可能性

のある児童生徒の割合 

文部科学省が令和 4 年度に実施した通常の学

級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童

生徒に関する調査の結果[1]によると, 通常の学級

に在籍する小学生および中学生のうち, 学習面ま

たは行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒

の割合は, 8.8%と推計されている. この割合は, 

平成 24 年に行われた同様の調査 [2]における

6.5%という結果と比較して増加している. 内訳を

見ると, 小学校では 10.4%, 中学校では 5.6%

の児童生徒が同様の困難を示している.  

この割合の増加は, 発達障害の潜在的な有病

率の変化に加え, 教員の認識の高まりや, 困難を

示す児童生徒に対する支援の必要性の意識向上

などが影響していると考えられる. 教員がより早期

に, そしてより広い範囲の困難を抱える児童生徒

に気づき, 特別な教育的支援の必要性を認識す

るようになった可能性が示唆される. このことは, 

より多くの児童生徒が早期に支援を受けられる可

能性を高める一方で, 教育現場における専門的な

知識や支援体制のさらなる充実の必要性を示唆し

ている. 小学校における割合が中学校よりも高い

背景には, 発達上の特性がより顕著に現れやすい

年齢であることや, 中学校に進学する段階で困難

が表面化しにくいケース, あるいは特別支援学級
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などへの移行などが考えられる.  

 

１.２. 特別な教育的配慮を必要とする児童

生徒の割合 

特別な教育的配慮を必要とする児童生徒は, 

通常の学級で学習面や行動面に困難を示す児童

生徒だけでなく, 特別支援学級に在籍する児童生

徒や, 通級による指導を受けている児童生徒も含

まれる. 文部科学省[3]によると, 令和 4 年度の調

査では, 特別支援学級に在籍している児童生徒

は約 35万 3,400人で, 義務教育課程の全児童

生徒の 3.7%を占めている. また, 令和 3 年度の

通級による指導を受けている児童生徒数は約 18

万 2,000人である. 令和 5年度の調査では, 通

級による指導を受けている児童生徒数は 19 万

8,343人に増加しており, 小学校で16万4,735

人, 中学校で 3 万 1,553人, 高校で 2,055人

となっている. これは, 小・中・高校の在籍児童生

徒数に占める割合として 1.6%にあたる.  

過去 10 年間を振り返ると, 義務教育段階の全

児童生徒数は減少傾向にある一方で, 特別な教

育的配慮を必要とする児童生徒数は著しく増加し

ている. 特に, 特別支援学級の在籍者数は過去

10年間で 2.1倍, 通級による指導の利用者数は

2.3 倍に増加している. この背景には, 発達障害

に対する社会的な認知度の向上や, 保護者による

早期からの相談・支援ニーズの高まりなどが考え

られる. また, 一人ひとりの児童生徒の状況に応

じたきめ細かい対応を求めて, 保護者が特別支援

学校・学級を選択するようになったということも考え

られる. この傾向は, 特別な教育的支援を必要と

する児童生徒への対応が, 量と質の両面で喫緊

の課題となっていることを示唆している.  

 

１.３. 発達障害児・者数の変化 

過去 10 年間における義務教育段階の全児童

生徒数の変化と, 特別な教育的配慮を必要とする

児童生徒数の変化を比較すると, その対照的な動

向が明らかになる. 文部科学省のデータ[3]による

と, 義務教育段階の全児童生徒数は過去 10 年

間で約 1 割程度減少している. 一方, 前述の通り, 

特別な教育的配慮を必要とする児童生徒数は大

幅に増加しており, 特別支援学級の在籍者数は 2

倍以上, 通級による指導を受けている児童生徒数

も 2倍以上に増加している.  

全体の児童生徒数が減少する中で, 特別な教

育的配慮を必要とする児童生徒の割合は着実に

増加している. これは, 教育現場における多様な

ニーズへの対応の重要性が増していることを示唆

しており, 教員一人当たりの負担増加や, 専門的

な支援体制の強化の必要性を裏付けている.  

また, 厚生労働省[4]よると, 児童生徒に限らず

全年齢層を含む, 医師から発達障害と診断された

と回答した人の数は, 推計で 87 万 2,000 人に

上る. これは, 平成 28 年の調査における 48 万

1,000人と比較して大幅な増加を示している. 

 

１.４. 発達障害の社会的認知度の変化 

発達障害は, 幼児期や児童期から特有の行動

特徴や認知特性として現れることが多く, これらの

特性は成長とともに継続する傾向がある. 例えば, 

自閉スペクトラム症（ASD）は乳幼児期から兆候

が見られることがあり, 注意欠陥・多動性障害

（ADHD）は原則として 12 歳までに症状が現れる

とされる. 近年では, 幼少期に見過ごされた発達

障害が, 成人期になってから社会生活や職業生

活における困難を通じて診断される事例が増加す

る傾向にある. これは, 発達障害に対する社会的

な認知度の向上や, 精神科・神経科への受診に

対する抵抗感の低下などが背景にあると考えられ

る. また, 大学などの高等教育機関においても, 

発達障害と診断される学生の割合が近年著しく増

加しており, 社会全体の認識の変化が影響してい

ると考えられる.  
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１.５. 教員や保護者の特別支援教育に関す

る理解 

教員や保護者の特別支援教育に関する理解は, 

困難のある児童生徒の早期発見と適切な支援の

提供において極めて重要な要素である. しかし, 

最新の調査からは, いくつかの課題も明らかにな

っている. 文部科学省の調査[5]によると, 採用後

10 年以内の新規採用教員のうち, 特別支援教育

に関する経験が 2 年以上ない教員の割合は, 小

学校で 85.5%, 中学校で 63.6%, 高校で

90.7%に上る. このことは, 多くの教員が十分な

専門知識や経験を持たないまま, 発達障害を含む

特別な教育的ニーズのある児童生徒に対応してい

る可能性を示唆している. また, 特別支援学級を

担当する教員においても, 特別支援学校教諭免

許状の保有率は令和 3 年度時点で 31.1%に留

まっている.  

保護者の特別支援教育に関する理解も, 児童

生徒の早期発見や適切な支援の利用に影響を与

える. 保護者が児童生徒の発達の遅れや特性に

早期に気づき, 専門機関に相談することの重要性

は高まっているが, 保護者自身の知識不足や, 学

校との連携における課題も指摘されている. 教員

と保護者の間で, 児童生徒の状況の捉え方や教

育方針にずれが生じることも少なくなく, 両者の連

携が円滑に進まない場合もある.  

一方で, 発達障害に対する社会的な認知度の

向上に伴い, 保護者が児童生徒の発達について

不安を感じた際に, 以前よりも相談機関を受診す

るハードルが下がってきているという見方もある. 

また, 幼稚園や保育園, 学校の教員も, インクル

ーシブ教育の考え方の広まりとともに, 発達障害

の可能性を念頭に置いて児童生徒を見るようにな

ってきていると考えられる. しかし, 教員の専門性

不足や, 保護者との連携における課題が, 早期発

見の遅れや, 適切な支援の提供の妨げになってい

る可能性も否定できない.  

 

１.６. 高等学校段階における学習面で困難

を示す児童生徒と進学について 

文部科学省の令和4年の調査[3]によると, 高等

学校の通常の学級に在籍する生徒のうち, 学習面

または行動面で著しい困難を示すとされた生徒の

割合は 2.2%であった. これは, 義務教育段階に

おける 8.8%という割合と比較して大幅に低くなっ

ている. その要因として, 義務教育段階で学習面

や行動面に著しい困難を示していた児童生徒のう

ち, より困難の程度が高い生徒は, 高等学校では

なく特別支援学校の高等部に進学するケースがあ

る. また, 学習困難を抱える生徒の中には, 高等

学校への進学を希望しない, あるいは進学しても

中途退学してしまう生徒もいる可能性が考えられ

る.  

義務教育段階で特別な支援を必要としていた

生徒が, 高等学校段階に進むにつれて, その割

合が減少する傾向が示唆されている. これは, 進

学という過程において, 学習面での困難がより大

きな障壁となる可能性や, 高等学校における支援

体制が義務教育段階と比較して異なることなどが

影響していると考えられる. 高等学校においても, 

学習困難を抱える生徒に対する適切な支援の提

供は重要な課題である.  

 

１.７. 読み書き困難のある児童生徒に対す

る合理的配慮 

読み書き困難（Dyslexia/Dysgraphia）のある

児童生徒に対する合理的配慮の決定と提供には, 

いくつかの手続きが必要となる[6]. 一般的には, 

医師の診断書, 学校の報告書, 専門家（心理士, 

言語聴覚士など）の意見などが総合的に考慮され

る. 保護者や生徒本人からの申し出に基づいて, 

学校内の特別支援教育に関する委員会などが中

心となり, 個別の教育支援計画や指導計画を作

成し, 具体的な配慮の内容を決定する.   

合理的な配慮の例としては, 授業や試験におけ

るタブレット端末等の ICT 機器の使用許可, 筆記
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に代わる口頭試問などの学習評価方法の変更, 

教材の文字サイズやフォントの調整, 読み上げ機

能の活用, 試験時間の延長, 別室での受験など

が挙げられる. これらの配慮は, 一人ひとりの障

害の状態や教育的ニーズに応じて個別に検討され

る必要がある.  

診断までに要する期間は, 医療機関や症状によ

って異なり, 1～2ヶ月程度で診断がつくことが多い

とされるが, 場合によっては数ヶ月から数年を要す

ることもある. 特に, 専門機関の受診予約が取り

にくい状況もあり, 早期の診断と支援開始には課

題も存在する.  

就学時における適切な合理的配慮の提供つい

て, 障害者差別解消法の改正（令和 6 年 4 月 1

日施行）により, 事業者（学校を含む）による合理

的配慮の提供が義務化された. これにより, 学校

は, 障害のある児童生徒から合理的配慮を求める

申し出があった場合, 過度な負担がない範囲で, 

その実施に努めなければならない. しかし, 具体

的な配慮の内容や提供方法については, まだ試

行錯誤の段階にある学校も少なくないと考えられ

る. また, 入学試験や進級時など, 学校段階の移

行期における合理的配慮の連携や継続も重要な

課題である. 共通テスト（大学入学共通テスト）に

おいては, 医師の診断書の提出や, 高校での合

理的配慮の実施実績などが配慮申請の際に必要

となる.   

 

１.８. FIAT-LD について 

苅田ら[7-9]は， 義務教育段階（小中学校）の通

常の学級， 及び高等学校において， 学習面の著

しい困難がある児童生徒への合理的配慮を選定・

適用する上で必要となる評価指標（愛媛大学版読

み書き困難のある児童生徒への教材選定・適用時

に必要な評価指標: Fitting Index of Assistive 

Technologies for children with LD，FIAT-LD）

を策定している． 

FIAT-LD は， 医師による診断・専門家による

所見 等 がない場合 にも， 学 習場面において 

教員が指導法を変更・調整したり， 読み書きの 

補助を す る 教 材 教具や 支 援技術(Assistive 

Technology, AsTech）を利用したりすることで，

読み書き困難児への合理的配慮を選定しやすくす

る評価指標として考案されている． 

使用方法について， 例えば読みの困難への合

理的配慮の場合， ルーペ等で文字サイズを大きく

する， 読みやすいユニバーサルデザイン・フォント

に変更する， 文字以外の周辺情報を見えなくする，

文節ごとに単語等を分かち書きする， 漢字等にル

ビを振る， 他者の肉声や ICT 機器の音声読み上

げ機能で文字を代読する等が選定される． 書きの

困難への合理的配慮の場合， 筆記用具の持ち方

を見直すための補助具を使用する， 書き込む用紙

の幅や種類（罫線， 方眼， ドット線など）を変更す

る， 漢字を想起する負担を減らす等が選定される． 

FIAT-LDは， 教員が教育実践において読み書

き困難児の学習状況を観察・確認したり， 読み書

き困難児者自身が複数の合理的配慮を一組ずつ

対比し読みやすさを評価したりする（一対比較法）

ことで， 医学的・心理学的検査よりも簡便に合理

的配慮を選定することを可能にしている． 

一方で， 現在の FIAT-LD は， 簡便に合理的

配慮を選定できるが， 教員が読み書き困難児の

行動を観察し記録を取る等の人的作業があり， 

属人的要素が残存している． 

 

２. デジタル版合理的配慮システム 

FIAT-LD は， 簡便に合理的配慮を選定できる

が， 教員が読み書き困難児の行動を観察し記録

を取る等の人的作業があり， 属人的要素が残存

している． これらの解決方法として， 選定のフロー

チャートをデジタル化することで属人的要素を削減

することが可能となる．本システムのターゲットは，

初等中等高等教育段階（小学校〜大学等）に在

籍する児童生徒・学生全般である． 潜在的な読み

書き困難児者に対して， より簡便に合理的配慮を
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選定する手段を提案できるようになる． 

現在の FIAT-LD は紙で用いているため， デジ

タル版での FIAT-LD を作成した． デジタル版

FIAT-LD は 2 つのチェックリストで構成されてい

る． 

 

２.１. クラス全体のチェックリスト 

クラス全体のチェックリストではクラス全員を対

象とした学習場面での読み書き能力・状況の把握

チェックリストを実施することにより， 学級に読み書

き困難の可能性のある児童生徒がいるかどうか，

教員の気づきの一助となるように作成している． 

読むことに関するチェックリスト， 書くことに関す

るチェックリストについて， 該当する児童生徒がク

ラスにいたら， 該当する児童生徒の名前や出席番

号等を記入する． 

Google Apps Script を用いて記入したメール

アドレス宛に自動返信メールが届き， 回答者の回

答が反映された， 読むこと及び書くことに関する

児童生徒についてのチェックリストの結果が添付さ

れる． 

チェックリストの結果には， 学級内である場面に

おいて困難が生じている児童生徒がいる， いない

や該当児童生徒名（出席番号）， 適切な支援策

が表示される(図 1)． 

 

２.２. 児童生徒別チェックリスト 

児童生徒別チェックリストでは， クラス全体のチ

ェックリストで名前のあがった児童生徒について，

チェックリストに当てはまる箇所にチェックを入れて

いく． 

児童生徒別チェックリストについても記入したメ

ールアドレス宛に自動返信メールが届き， メール

本文には対象児童生徒の現状をパーセンテージ

で表した結果と, 読むこと及び書くことに関する児

童生徒についてのチェックリストの結果が添付され

る(図 2)． 

チェックリストの結果から対象児童生徒への支

援策がフローチャートで表示され， 学校での適切

な支援について検討を行うことができるようになる． 

図 1 クラス全体の読むことに関するチェックリストの結果 
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２.３. デジタル版合理的配慮システムの可

能性 

情報技術の急速な発展は, 教育分野において

も大きな変革をもたらしている. 特に, 合理的配慮

の必要性が高まる中, デジタル技術を活用した合

理的配慮システムは, 個別最適化された学習支

援とアクセシビリティ向上を実現し, 全ての学生が

平等な学習機会を得られる社会の実現に貢献す

る可能性を秘めている.  

デジタル版合理的配慮システムは, 個々の学生

の特性やニーズに合わせて, 学習環境や方法を

柔軟に調整することを可能にする. 具体的な機能

として, 個別最適化された学習方法, アクセシビリ

ティの向上, 合理的配慮の効率化と標準化, 関係

者間の連携強化等が考えられる.  

 

2．4． デジタル版合理的配慮システムの今

後の機能 

個別最適化された学習方法については, AI を活

用し, 学習履歴や進捗状況に基づいて, リアルタ

イムに学習方法を調整する. 多様な学習方法を提

供し, 学生が自分に合った方法で学習を進められ

るようにすることが可能となる.  

アクセシビリティの向上については, 時間や場所

にとらわれない学習環境を提供し, 通学が困難な

学生や自分のペースで学習したい学生を支援する. 

音声読み上げ, 字幕表示, 手話翻訳など, 多様

な情報保障機能を提供し, 聴覚障害や視覚障害

のある学生も円滑に学習できるようにする.  

合理的配慮の効率化と標準化については, 合

理的配慮の申請・管理をオンラインで効率化し, 

学生と教職員双方の負担を軽減する. 合理的配

慮に関するノウハウや事例を共有し, 質の高い支

援を標準化する.  

関係者間の連携強化については, オンラインプ

ラットフォームを通じて, 学生, 教職員, 保護者, 

支援機関との連携を円滑にする.  

 

２.５. デジタル版合理的配慮システムの学

習効果の向上 

これらの機能により, デジタル版合理的配慮シ

ステムは, 以下の点で学習効果の向上に貢献する.  

一つ目は, 学習意欲の向上が考えられ, 個別

最適化された学習プランにより, 学生は自分のペ

ースで学習を進められ, 成功体験を積み重ねやす

くなる. また, 学習進捗の可視化やフィードバック

図 2 書きの困難がある児童生徒別チェックリストの結果 



Vol.2・3, 2024 

 - 20 - 

により, モチベーションを維持しやすくなる.  

二つ目は, 学習内容の理解促進が考えられ, 

多様な学習コンテンツや情報保障機能により, 学

生は自分に合った方法で学習内容を理解でき, 

個別指導や個別支援により, 苦手な分野を集中

的にサポートすることができる.  

三つ目は, コミュニケーション能力や社会性の

向上が考えられる. オンラインでのコミュニケーシ

ョンツールやプラットフォームを活用し, 対面でのコ

ミュニケーションが苦手な学生も安心して質問や

相談ができる. これにより, ソーシャルスキルトレー

ニングやグループワークの機会も提供することが可

能となる.  

 

３. 課題と展望 

デジタル版合理的配慮システムの導入には, 幾

つかの課題が考えられる. 例えば, 情報格差への

対応から, デジタル環境へのアクセスが困難な学

生への支援が必要である. また, キュリティとプラ

イバシーの保護の観点から, 個人情報の適切な管

理と保護が不可欠である. 教職員等の支援を行う

側のデジタル技術を活用した合理的配慮に関する

教職員の研修も必要である.  

これらの課題を克服し, デジタル版合理的配慮

システムを効果的に活用するためには, 技術開発

だけでなく, 制度設計や人材育成も重要となる.  

 

４. まとめ 

発達障害の可能性のある児童生徒の割合は増

加傾向にあり, 特別な教育的配慮を必要とする児

童生徒の数も大幅に増加している. 社会的な認知

度は向上しているものの, 具体的な理解や支援に

関する知識はまだ十分とは言えず, 教育現場にお

ける教員の専門性不足や, 保護者との連携におけ

る課題, 診断の遅れ, 合理的配慮の提供における

課題など, 依然として多くの課題が存在することが

示唆された. デジタル版合理的配慮システムの開

発は, これらの課題の解決の一助になると考えら

れる.  

デジタル版合理的配慮システムは, 個別最適化

された学習支援とアクセシビリティ向上を実現し, 

全ての学生が平等な学習機会を得られる社会の

実現に貢献する可能性を秘めている. 今後の技術

革新や研究開発により, さらに高度で効果的なシ

ステムが実現することを期待する.  
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［要約］ 本研究は, 全国訪問教育研究会の第七～九次調査結果を分析し, 訪問教育における防災対

策の現状と課題を明らかにすることを目的としている. ３回の調査結果から, 訪問教育の緊急対応マニュ

アル作成は進展しつつあるものの, 訪問時の緊急連絡方法策定や, スクーリング時などを想定した学校

での備蓄は不十分な現状が示された. 福祉避難所の利用は, 移動手段や医療的ケア実施の面で困難が

多く, 学校側の把握も十分にできていない. 災害時の対応は, 訪問先の家庭や病院・施設に委ねる傾向

にあり, 学校と保護者・病院等との連携や, 地域防災における位置づけは不明確な状況である. 今後は, 

学校防災計画に訪問教育を明確に位置づけ, 訪問独自の課題(訪問中の教員の安否確認・行動基準, 

災害時の情報共有等)への対応を具体化する必要がある. さらに, 地域や医療機関, 行政等と連携し, 

実効性のある防災・避難体制を構築すること, 災害後の教育機会保障(BCP)の視点をもつことが重要で

ある.  

 

［キーワード］ 訪問教育, 防災対策, 教育機会の保障 

 

１. 問題の所在 

近年, 大地震などの大規模自然災害に係わっ

て, 重症児, 特に医療的ケア児に関わる防災対策

が課題となっている. 猪狩(猪狩ら, 2012)[1]は東

日本大震災の被災地調査結果から訪問学級の独

自性を踏まえた避難訓練が喫緊の課題であるとし

た. また, 高木(猪狩ら, 2012)[1]は, 全校で実施

される避難訓練等に訪問学級(教員)の動きを組

み入れること, 災害時に訪問中の教員の動きを明

確 に す る こ と を提起し て い る . 伊藤 ・田中

(2014)[2]は, 日本重症心身障害学会のシンポジ

ウムにおいて, 東日本大震災での障害者, 重症心

身障害児(者)が受けた被害状況とその救援・支援

を検討し, 大規模災害時における支援活動につい

て, ①特別支援学校が避難所となったことから, 

特別支援学校の役割と危機管理マニュアルの見

直し等, ②災害時の障害者入所施設におけるコー

ディネート機能の特性と重要性, ③自校性のある

支援体制と緊急用医療介護機器の活用等, が必

要であること, 現場ニーズの迅速な集約と救援の

組織的対応をきめ細やかに実践する重要性を指

摘している. 同時に伊藤・田中(2014)[2]は, 「重

症心身障害児(者)・災害弱者への災害対策は住

み慣れた地域での生命と生活の保障のために実

効性のある包括的支援体制の整備が喫緊に必要

である」と指摘している. また, 立木(2013)[3]は, 

東日本大震災において, 地域における在宅生活

が進んでいたものの, 地域での支援が機能しにく
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かった地域で高齢者, 障害者の死亡率が高かっ

たとし, 「障害者が地域のネットワークに包まれて

暮らせるしくみをつくることが喫緊の課題」であると

指摘している. 

文部科学省は 2012年に「学校防災マニュアル

(地震・津波災害)作成のための手引き」を作成し, 

学校安全計画や危機管理マニュアルの策定が進

められている. 

特別支援学校における防災に関する論文のうち, 

本研究に関わる先行研究等について概説する. 

 

(１)特別支援学校における学校防災, 災害

時対応 

１)特別支援学校における学校防災 

柴田・田中・諏訪(2022)[4]は学校現場における

防災マニュアルと防災訓練に関する全国規模の調

査を行い, 特別支援学校 32校から回答を得てい

る. 回答があった 32 校中, 防災マニュアルを作

成していたのは 29 校(90.6％)であり, 小学校の

95.3％, 中学校の 96.1％よりも低かった. また, 

防災マニュアルの課題として, 全体の47.6％が実

際の災害時に役立つかどうか不安であると回答し

ていた. 防災訓練をきっかけに防災マニュアルの

見直しを行った学校は 63.5％であり, 防災マニュ

アルと防災訓練を関連付けて検討していることが

伺える. しかしながら, 訪問教育に関する記載は

ない. 

 

２)特別支援学校における避難訓練 

柴田・田中・諏訪(2022)[4]は防災訓練に関す

る全国規模調査結果から, 特別支援学校におけ

る防災訓練において, 「５回以上」と「やっていない」

が小中学校, 高校に比して, 有意に多く, 実施し

ている学校は非常に積極的に取り組んでいるが, 

一方で全く実施していない学校も多いことを明ら

かにしている. 全特別支援学校数に対して, 回答

した学校数が少ないので, 慎重に考察する必要が

あるが, 防災訓練の「内容がマンネリ化している」

が 48.3％ , 「こ れ で良い かわか ら な い」が

26.9％であったことから, 外部組織との連携によ

る改善を提案している. 東・我妻(2015)[5]では,

東日本大震災津波被害から, 「実際の避難経路

に様々な落下物が散在し, 障害物のない従来の

避難とは異なる状況になった」ことを踏まえて, 

「意図的に可能な範囲で障害物等を設置し, 経験

することが必須である」と述べている. さらに災害

時は一時避難の後, 二次避難, 三次避難が必要

な場合があり, 実際の災害を想定した災害避難訓

練においては三次避難までの細分化された計画

立案が必要であると指摘している. これらの論文

にも訪問教育に関する記載はない. 

 

３)障害児者の避難における困難さ 

厚生労働省は 2018 年に「災害時に避難所で

生活する障害者への配慮事項等について」を出し, 

知的障害者や発達障害者, 精神障害者, 高次脳

機能障害者に加え, 医療的ケアを必要とする人に

ついての配慮事項を示している(厚生労働省 , 

2018)[6]. 医療的ケアを必要とする人は, 「環境

変化による発熱, 呼吸状態の悪化等, 体調変化

を起こしやすい」として, 医療機器の電源確保, 経

管栄養剤の確保, 医療機関への入院や施設等へ

の短期入所の活用などを挙げている. 菅原・水

村・鈴木(2018)[7]は, 熊本地震において, 避難

所となった特別支援学校２校と小学校１校の避難

所運営と環境整備の課題に言及している. 「重度

重複障害や医療的ケアにも対応しうる施設環境を

備えた特別支援学校が, 自宅から近い範囲にあ

れば避難先の一つとして考えられる一方, 遠い場

合は, 自身のニーズに即した別の避難所を認識し

ておくことが要配慮者とその家族や支援者側に求

められる. 」として, 重度重複障害や医療的ケアを

必要とする児童生徒の避難の難しさを指摘してい

る. また, 同論文の中で, 避難所に指定されてい

ない特別支援学校(重度重複障害対象)が, ４月

14日発災後, ４月 16日から避難所となった例が
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報告されていた. 同校は訪問教育を行っており, ５

月８日に避難所を閉鎖し, ５月10日より学校再開

となったが, この間の訪問生については記載がな

く, 避難状況や安否確認についても触れられてい

ない.  

 

(２)本研究の目的 

学校防災, 防災教育等に関する先行研究の多

くは特別支援学校を障害種別に関わらず取りまと

めたものが多く, 訪問教育, 訪問学級に言及して

いる論文は見当たらない. 

全国訪問教育研究会(全訪研)では, 1989 年

より４年毎に訪問教育に関する全国調査(以下, 

全国調査)を実施しており, 2011年の東日本大震

災を受け, 2013年実施の第七次調査から災害に

関する調査項目を取り入れている. 訪問教育は訪

問先別に, 家庭(在宅)訪問, 病院訪問, 施設訪

問がある. 病院訪問は長期入院児を対象としてお

り, 病気や怪我の他, 重症心身障害による入院児

も在籍している. 施設訪問は重症心身障害児の入

所施設等が訪問先である. 訪問先により課題も異

なることが推測される. そこで, 本研究では, これ

らの全国調査の結果から訪問教育における災害

対策の状況を精査し, 特別支援学校における訪

問教育を含めた災害対策について検討することを

目的とする. 

 

 

図 1 学校防災計画における訪問教育の緊急対応

マニュアルの作成状況(%) 

２. 研究の方法 

２.１. 対象と分析 

(１)訪問教育に関する全国調査結果から,災

害対策に関して比較検討を行う 

(２)分析対象 

2013 年, 2017 年, 2021 年に実施された訪

問 教 育 に関す る 第 七 次 全 国 調 査 ( 全 訪 研 , 

2014)[8], 訪問教育に関する第八次全国調査(全

訪研, 2022)[9], 訪問教育に関する第九次全国

調査(全訪研, 2022)[10]における災害対策に関す

る内容及び記述. 

 

２.２. 研究倫理等 

本研究に関する利益相反はない. 

 

３. 結果 

質問項目(1)は 2013年度からの３回の全国調

査, (2)以降は 2017 年度からの２回の全国調査

の結果の比較である. 全体の回答数が年度により

異なることから, 各設問への回答数を割合で比較

する. 

 

３.１. 訪問教育における緊急対応マニュア

ル等の作成状況 

図１に学校防災計画における訪問教育の緊急

対応マニュアル作成状況を示した.  

図２に訪問時に災害が起きた場合の緊急連絡

方法の策定状況を示した. 

図2 訪問時の緊急連絡方法の策定(%) 
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表 1 災害発生時の情報提供・安否確認方法 

(複数回答)(校) 
 学校からの 

一斉メール 

学校からの 

一斉メール,電話 

担任から 

電話やメール 

2017 年 29 27 26 

2021 年 24 18 14 

 担任か, 

管理職から電話 
連絡ルートのみ  

2017 年 7 －  

2021 年 1 2  

 

表２  福祉避難所への移動上の課題(複数回

答)(校) 
 

移動手段の 
確保 

避難所までの 
距離・時間 

道のりの 
安全 

2017 年 35 4 － 

2021 年 16 3 2 

 

３.２. 災害発生時の情報提供・安否確認方

法 

表１に災害発生時の情報提供・安否確認方法を

示した.  

通学生と同様に学校からの一斉メール, 電話な

どが挙げられていた. スクーリング時は学校での

対応に準じていた. 病院訪問・施設訪問では病院

や施設が対応するという回答が多かった. 

 

３.３. 訪問児童生徒の福祉避難所等利用上

の課題 

表２に福祉避難所への移動上の課題, 表３に避

難所等を利用する上での医療的ケア実施に関する

課題を示した. 福祉避難所を含む地域の避難所

の利用が可能と回答した学校は１割未満であり, 

「おそらく可能」を合わせても 30～40％未満だっ

た. 避難所利用上の課題として, ①移動上の課題, 

②医療的ケア実施に関する課題, ③医療面の課

題, ④スペースの確保や安心な場所, 個室の確

保などの住環境, などが回答されていた. 自由記

述には感染症防止の観点から, 避難所の利用は

難しいとの声もあった. 

表３ 避難所等を利用する上での医療的ケア実施

に関する課題(複数回答)(校) 
 

電源の確保 医療的ケアに

関する設備・

器具の確保 

医療的ケアの

実施 

2017年 54 15 21 

2021年 42 15 12 

 物品運搬や 

家族等の人手 

医療スタッフ

の確保 

医療的ケア実

施のスペース 

2017年 － 2 6 

2021年 10 5 2 

 

表 4 医療的ケアが必要な訪問生の災害時対応に

関する病院との連携状況(複数回答)(校) 
 

保護者が 

事前に打合せ 

保護者・学校・

病院の 3 者で 

打合せ 

保護者が 

独自で 

避難計画案 

2017年 56 9 52 

2021年 61 8 33 

 保護者と学校が

避難訓練を実施 

何もしていない  

2017年 7 47  

2021年 5 35  

 

３.４. 医療的ケアが必要な訪問生の災害対

応に関する, 病院との連携 

表４に医療的ケアが必要な訪問生の災害時対

応に関する病院との連携状況を示した. 家庭(在

宅)訪問では, 「保護者が病院と事前に打合せて

いる」, 「保護者が独自で避難計画案を立ててい

る」が多く, 学校は保護者から情報を得るにとどま

っていた. 病院・施設訪問では, 「病院・施設が行

っている」, 「学校では把握していない」などの回

答があった. 

 

３.５. 災害時向け備蓄 

図３に児童生徒ごとの災害時に備えた物資と電

源の確保状況, 表５に災害時に向けて備えている

物品を示した.  
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図３ 児童生徒ごとの災害時に備えた物資と電源

の確保状況(複数回答)(人) 

 

家庭(在宅)訪問では家庭で, 病院訪問・施設

訪問では, 病院・施設が備蓄を用意しており, 訪

問担当者が「災害時や避難時に備えについて話を

している」などが, 回答されていた. 一方で, 学校

内に訪問生用の備蓄が用意されておらず, スクー

リング時の発災などは考慮されていないことが明ら

かになった. 

 

３.６. 学校以外の災害時の連携先 

2017 年, 2021 年ともに, 行政・保健・福祉・

消防署など, 病院への避難(入院), 医療機器会

社が挙げられていた. 2017 年には電源確保のた

めにガソリンスタンドとの連携, 2021 年には電力

会社が回答されていた. いずれも医療的ケア児へ

の医療や電源の確保に向けた連携であることが推

測されるが, それぞれ１～３例程度であり, 学校も

しくは担任が災害時の連携先をほとんど把握して

いない状況であった. 

 

４. 考察 

訪問生は病気や障害の重さや医療的ケア等に

より外出, 移動が困難であることから, 学校内で

の防災対策はもとより, 地域の中で命を守る対策

を事前に検討しておく必要がある. 

 

 

 

表５  災害時に向けて備えている物品(複数回

答)(校) 
 

備蓄全般 食料・水 医療的ケアの

物品 

2017 年 22 15 14 

2021 年 20 8 9 

 発電機, 

バッテリー 

学校に訪問用

の備蓄無し 

病院・施設が

備蓄 

2017年 28 － － 

2021年 24 8 7 

 

４.１. 校内体制の整備 

(１)学校防災計画に訪問教育を位置づける

こと 

学校防災計画への位置づけとしては, 訪問先と

学校との双方向の連絡方法の確立, 訪問生の避

難方法等の把握, 災害や休校等の情報共有など

が挙げられる. 訪問教育担当教員の中にはこの調

査に回答することで, 学校防災計画に訪問教育を

位置づけることに気づく者もいる. 2017年度及び

2021 年度全国調査結果から, 避難所利用が困

難であることを知りながら, 避難等に関する準備

状況を学校側が把握していないことが推測される. 

訪問生も学校の一員である. 安全・安心な学校生

活を過ごせるよう, 訪問生の防災状況の把握を学

校防災計画に位置づけることを早急に検討するべ

きであろう. 

 

(２)通学とは異なる訪問独自の課題の検討 

災害時に訪問生がスクーリングしている可能性

もあり, 学校待機した場合の対応を明らかにして

おく必要がある. 医療的ケア等に関する物品や電

源の確保は命に直結するため, 保護者や病院,施

設等と確認しておくことが求められる. 訪問教育教

員が訪問時に発災する可能性があり, 移動中の

安否確認, 学校に戻るのか, 訪問先に留まるのか

などの行動の確認を検討しておく必要がある. さ

らに, 訪問時以外に発災した場合の訪問生への

対応, 教育再開の条件の確認など, 訪問教育独

自の課題への対応の検討が必要である.  
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４.２. 学校外の諸機関との連携 

(１)地域防災への位置づけ 

地域で生活している訪問生, 特に家庭(在宅)

訪問生については, 災害時に支援を受けることが

できる人や機関が地域にあることが防災上重要で

ある. しかしながら, 学校外の連携先として行政

や保健所, 福祉課, 消防署, 医療機器会社, 電

力会社が挙げられているものの, 実数としては, ご

くわずかであった. 学校が災害時の対応について

把握していないケースも多く, 病院訪問や施設訪

問においては, 病院・施設に任せており, どのよう

な防災対策が行われているのか, 把握していない

学校がほとんどであった. 

2021 年に福祉避難所の確保・運営ガイドライ

ンが改定され, 予め受入対象者として特定された

要配慮者やその家族のみが避難する指定福祉避

難所の指定が促進することとなった. 訪問生は就

学前に児童発達支援, 卒業後は生活介護などの

事業所を利用することもある. こうした施設が, 訪

問生の学齢期においても地域防災の観点から連

携し続け, 福祉避難所の役割を担う可能性を探る

必要がある. また, 特別支援学校も在校生を対象

に指定避難所の役割を担うことができる. 距離的

にも心理的にも近い場所として, 特別支援学校が

指定福祉避難所となるなら, その活用について, 

保護者と地域, 学校との連携で実際に避難可能

な備えをしていくことが求められる. 訪問生の防災

について地域と学校が連携し, 実効性のある情報

共有を進めていくことで, 地域も学校も防災力を

高めていくことができるのではないだろうか. 

 

(２)医療的ケアへの対応 

医療的ケア児支援法で防災対策が喫緊の課題

とされている. 検討対象とした３回の全国調査結

果から, 医療的ケア児の災害時の課題として, ①

電源の確保, ②医療機器・医薬品の確保, ③医

療的ケアを実施する人手の確保, ④衛生的な環

境の確保, などが明らかになった. 家庭(在宅)訪

問においては, ほとんどの訪問生が医療的ケアを

要することから, 家庭と地域の保健所, 消防署な

どが情報共有を行い, 避難計画を作成すること, 

実際に避難所や医療機関への避難訓練を実施し

てみること等, 地域防災に訪問生の避難や支援に

ついて位置づけられていることが望まれる. こうし

た取組は通学する医療的ケア児の防災にも寄与す

るものであり, 先に述べたように, 地域と学校が連

携することは訪問生のみならず, 障害や病気の重

い児者の命を守る防災をつくっていくことになるだ

ろう. 

 

５. おわりに 

防災の最も重要な役割は, 自然災害などの非

常事態が起きた時に, 地域の中で命を守る対策

を事前に検討することにある. また, これまでの震

災, 水害などは発災直後については被害状況が

取り上げられるが, どのように復旧, 復興していく

のか, 過程については報じられていないことも多い. 

湯井・澤田(2023)[11]は特別支援学校における災

害時優先業務に関する研究の中で, 「いわゆる震

災関連死対策としては食事, 排せつ, 与薬等の医

療的ケアと同時に早期からの心のケアが必要とな

る. 決められた予定管理により心の平穏を保つ傾

向のある知的障がいの児童生徒にとっては,特別

支援教育の再開こそ一番の心のケアとなるだろ

う. 」と述べている. 日本発達障害連盟は「特別支

援学校BCP のススメ」を発行している[12]. BCP は

Business Continuity Plan の略であり, 法人・

施設などが災害などで被害を受けても, 重要業務

を中断させず, 早急に復旧させるための計画, す

なわち事業継続計画である. 発災後, どのような

手順や基準で通常の生活に戻していくか, 見通し

をもてるようにしていくことも重要である. 

自然災害同様に感染症流行期における学校閉

鎖や病棟閉鎖に伴う訪問教育の休止や回数・時

間制限などもある. ３回の全国調査では災害発生

後の教育再開のプロセスが明らかにされていない. 
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COVID-19 によるパンデミックも大規模災害と同

様に教育機会が失われる要因となった. 2023 年

5 月に新型コロナウイルス感染症が感染症法上の

第 5類に移行したが, 2024年 4月現在でも, 訪

問教育においては, 対面での授業ができず, オン

ライン授業のみの病院・施設があった(全訪研, 

2022)[10].  

学校 BCP の観点からも発災時のみならず, 非

常事態も含めて, 安全・安心な生活の確保に加え

て, 教育機会を平常時に戻していくプロセスを含

めた対応を検討していく必要がある. 

 

付記 

本研究は文部科学省科研費 22K02747の一

部である. 
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名．」  
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